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２．４. 整備基準等の解説
【１．建築物】

１．出入口

１．建物出入口

２．駐車場に通ずる出入口

別表第４
整　１項一号→P152
望　１項一号→P156

解説

１
．
建
築
物　

１
．
出
入
口

解説表

基本的な考え方
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２．４. 整備基準等の解説

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

１
．
出
入
口

◇

《整備基準の解説》

《望ましい基準の解説》

以上の自動ドアとすることを求めています。ただし、建物出入口及び車いす使用者用駐車施設のあ
る駐車場へ通ずる出入口が近接して複数設けられている場合は、そのうち最低1カ所に対して、当該
整備①～③を行うこととしています。

（駐車場出入口）

【出入口の有効幅員の考え方】

【直接地上へ通ずる出入口と駐車場へ通ずる出入口の関係】

車いす使用者用駐車施設のある
駐車場へ通ずる出入口
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参考

１
．
建
築
物　

１
．
出
入
口

●８０cm以上

◇１００cm以上 ◇１００cm以上 ◇７０cm以上 ◇５０cm程度 ◇１００～１２０cm程度

◇１００cm以上 ◇１００cm以上

◇

◇

◎９０cm以上

◇２０cm程度
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

１
．
出
入
口

２．４. 整備基準等の解説

●
80
cm
以
上

◇

◇

●
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【１．建築物】

１．出入口

３．各室出入口
別表第４
整　１項二号→P152
望　１項二号→P156

解説

解説表

基本的な考え方
１
．
建
築
物　

１
．
出
入
口

「車いす使用者の通過に支障となる段差」は、敷居の段差をなくすことを規定しています。例え
ば段差が1㎝程度で丸みを持たせた場合などは該当しませんが、真にやむを得ない場合でも２㎝以
下の丸みのある段差として仕上げることが必要です。
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

《整備基準の解説》

参考

１
．
建
築
物　

１
．
出
入
口

２．４. 整備基準等の解説

す。

◇140㎝×140㎝以上の転回スペース

◇140㎝×140㎝以上の転回スペース

●段差を設けない

●段差を設けない

◎点字表示

◎戸は廊下に突出しない構造

◇45㎝以上 ◇車いす当たりの設置

◇

◇

◎

◇



床の滑りにくさの指標として、JIS A 1454（高分子系張り床材試験方法）に定める床材の滑り性
試験によって測定される「C.S.R.（滑り抵抗係数：Coefficient of Slip Resistance）」、素足の場
合はJIS A 1509-12（陶磁器質タイル試験方法－第12部：耐滑り性試験方法）に定める床材の
滑り性試験によって測定される「C.S.R・B（Coefficient of Slip Resistance・Bath）」がありま
す。床面の仕上げ面をより滑りにくく、かつ、つまずきにくくするためには、床仕上げ材の他に床
の使用状況（ワックス、雨がかり等）、利用者の歩行条件（下足、上履き等）に十分に留意する必
要があります。

建築物の階段の整備基準に準拠（P40,41）。 建築物の階段の望ましい基準に準拠（P40, ４1）。
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【１．建築物】

２．廊下その他これらに類するもの

１．廊下等（全般）
別表第４
整　２項一、二号→ P152
望　２項一、二号→ P157

解説

参考

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

解説表

基本的な考え方



C.S.R.

0.40 0.90 

0.35 0.90 

0.45 0.90 

0.50 0.90 

C.S.R.

0.2

3131

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２．４. 整備基準等の解説

0.40 0.90

0.35 0.90
0.45 0.90

0.50 0.90

0.2

Ｃ.Ｓ.Ｒ.

◇Ｃ．Ｓ．Ｒ．（滑り抵抗値）評価の留意点等



◆  「廊下の有効幅員」とは、実際に通過可能な寸法であり、手すりを設ける場合は廊下の内法寸法から、
手すりの設置幅を差し引いた「手すりの内側における寸法」となります。

3232

【１．建築物】

２．廊下その他これらに類するもの

２．建物出入口等と各室出入口と結ぶ廊下等
別表第４
整　２項三号→P152
望　２項三号→P157

解説表

基本的な考え方

解説

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

建築物の整備基準を満たす傾斜路及び踊場
（P38,39）又は特殊仕様昇降機（P35）を設置。

建築物の望ましい基準を満たす傾斜路及び踊場
（P38,39）又は特殊仕様昇降機（P35）を設置。

⑥
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２．４. 整備基準等の解説

《整備基準の解説》

《望ましい基準の解説》

●

◇

◇

●

◇

◇

◇4㎝程度

◇
◇面取り

◎アルコーブ
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１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

50m以内ごとに車いすの転回スペース

50m以内

●
空間

空間
●

●末端付近

◇

◇

◇

◇

◇140㎝角以上

◇

◇

◇

◇



◇１０cm以下

◇６５cm以上
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２．４. 整備基準等の解説

【特殊仕様昇降機の例】

①　エレベーター（昇降行程が4.0ｍ以下、又は、階段・傾斜路等の部分に沿って設置するもの）
・かごの定格速度が15ｍ/min以下
・床面積が2.25ｍ2以下のもの
・Ｈ12建告第1413号第１第９号に規定する段差解消機
・かごの幅は70㎝以上、かつ、奥行きは120㎝以上
・乗降方向に応じたかご寸法の確保

②　エスカレーター（車いすに座ったまま昇降させる場合に２枚以上の踏段を同一面に保つもの）
・踏段の定格速度30ｍ/min以下
・２枚以上の踏段を同一面とした部分の先端に車止めを設置
・Ｈ12建告第1417号第１ただし書に規定する車いす使用者用エスカレーター

（バリアフリー法）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十八条第二項第六号の規定によ
る、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等。
（平成18年12月15日国土交通省告示1492号）

●車いす用段差解消機（斜行型） ●車いす用段差解消機（鉛直型）



3636

【１．建築物】

２．廊下その他これらに類するもの

３．建物出入口と受付等とを結ぶ廊下等
別表第４
整　２項四号→P152
望　２項四号→P157

解説表

基本的な考え方

解説

参考

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

◆  風除室にあっては、視覚障害者のための誘導用床材の施設は必要ありません。ただし、風除室内で
あっても、方向転換が求められる場合等は、誘導用床材を施設する必要があります。

◆  前項が「建物の出入口の基準を満たす当該出入口」と限定したのに対し、「すべての建物出入口」
としています。
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２．４. 整備基準等の解説

ホール

●誘導用床材

（点字等による案内板）

ホール

●誘導用床材

【受付等の例】

（受付）

（インターホンによる呼び出し）

●誘導用床材

　配置例の他に、国土交通省の「道路の移動円滑化ガイドライン」及び（財）国際交通安全学会
の「視覚障害者用ブロック（点字ブロック）の適正な位置のためのガイドライン」等を参考に適
切に敷設することが望ましい。
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【１．建築物】

２．廊下その他これらに類するもの

４．傾斜路及び踊場
別表第４
整　２項五号→P152
望　２項五号→P157

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

解説表

基本的な考え方

解説

ただし、
「傾斜路の上端に近接する踊場の部分が、
主として自動車の駐車の用に供する施設
の場合」、又は「傾斜路と連続して手す
りを設ける場合」は適用されない。

。

。
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

２
．
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２．４. 整備基準等の解説

に傾斜路の通行ができると見込まれるためです。廊下等の部分への適用については、傾斜路の幅員
が廊下の幅員と等しく、廊下と一体的に誘導し、手すりを設置した場合になります。また、踊場の
部分への適用については、整備基準であれば片側、望ましい基準であれば両側に手すりを設置した
場合になります。

床材の設置が求められていないのは、運転者等の視覚障害者以外の人が同行することが見込まれる
ためです。

◇

●

●

●
●

●注意喚起用床材の設置

傾斜路

階段

●識別性の確保

●識別性の確保

●注意喚起用床材の設置

●手すりの設置

◎両側手すりの設置

●表面はすべりにくい仕上げ

◇75～85㎝程度

◇60～65㎝程度

●120㎝以上
◎150㎝以上

● 90㎝以上
◎120㎝以上

【段を併設した場合の例】

【傾斜路の仕様】

◆  「傾斜路及び踊場の有効幅員」とは、実際に通過可能な寸法であり、手すりを設ける場合は、傾斜路、
踊場の内法寸法から手すりの設置幅を差し引いた「手すりの内側における寸法」となります。

◎



「階段の上端に近接する踊場の部分が、
主として自動車の駐車の用に供する施設
の場合」、又は「階段と連続して手すり
を設ける場合」はこの限りでない。

4040

１
．
建
築
物　

３
．
階
段

【１．建築物】

３．階段

１．避難階以外の階に通ずる階段
別表第４
整　３項一～六号→P153
望　３項一～七号→P158

解説表

基本的な考え方

解説

を得ない状況を考慮しているためです。

エレベーターが設置

む。）

される場合には適用されない。

に適用される。

を緩和しているのは、スペースの関係等からのやむ
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。

１
．
建
築
物　

３
．
階
段

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

２．４. 整備基準等の解説

●踏面の端部と

その周囲の部分

と大きな明度差

をつける等、段

を容易に識別で

き る よ う に す

る。

【けあげ・踏面】

【階段の有効幅員】

手すりが10㎝
以下の場合

手すりが10㎝を
超える場合

けこみ板のない
ものは避ける

【つまづきにくい構造】
（悪） （良）

適正例踏面がとびだして
いるものは避ける

（悪）

◆  階段上端部における注意喚起用床材の敷設位置は、段鼻の直前では、踏み外す危険があるため、
30㎝程度の余幅を取っておく必要があります。

◆  注意喚起用床材は階段の上端に敷設する必要があります。階段の上端・下端を予告する意味で、
階段の下端にも敷設することが考えられます。また、出口等から階段まで連続誘導がなされてい
る場合には、上端・下端共に敷設することが望まれます。

◆  「階段の上端に接する踊場に近接する部分」が「自動車駐車の用に供する場合」は、注意喚起用床
材の設置が求められていないのは、視覚障害者には運転者等の視覚障害者以外の人が同行すること
が見込まれるためです。

　  「階段と連続して手すりを設ける場合」についても、視覚障害者が手すりを伝うことでスムーズに
階段が通行できると見込まれるためです。廊下等の部分への適用については、階段の幅員が廊下の
幅員と等しく、廊下と一体的に誘導し、手すりを設置した場合になります。また、踊場の部分への
適用については、整備基準であれば片側、望ましい基準であれば両側に手すりを設置した場合にな
ります。

・ 段鼻の位置をわかりやすくするため
ノンスリップ部分、けこみの先端部
は目立つ色をつける等の工夫が必要。

・ 手すりの上端、下端に点字表示する。

【階段の幅員】

● 120㎝以上
◎ 150㎝以上

● 120㎝以上
◎ 150㎝以上

【手すりの例】

◎水平部分
　45㎝以上

◇注意喚起用床材

◎点字表示

◎水平部分
　45㎝以上

◎点字表示

◇60～
　65㎝程度

◇75～85㎝
　程度

●大きさの外径
　3～4㎝程度

●下向又は壁側に
　曲げる

●下向又は壁側に
　曲げる ●注意喚起用床材

【回り段の回避】

回り階段

（悪）

回り階段

（悪）

らせん階段

（悪）

◇
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【１．建築物】

４．昇降機

１．エレベーター（設置義務）
別表第４
整　４項一号　　→P153
望　４項一、三号→ P158

１
．
建
築
物　

４
．
昇
降
機

解説表

基本的な考え方

解説

《整備基準の解説》

《望ましい基準の解説》

（P44,45）とする。

（P44,45）。
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

４
．
昇
降
機

２．４. 整備基準等の解説

◇

◇

◇鏡（安全ガラス等）

●

◇

◇

●

昇降路の出入口有効幅員

かご出入口有効幅

　　●80㎝以上

　　◎90㎝以上

◇点字表示

●内法140㎝以上

◎内法160㎝以上
●一般用乗場ボタン（点字表示）

●専用乗場ボタン

●

◇

◇車いす当たり

◇80㎝程度

●操作盤

◇

◇鏡

◇鏡下端高さ
40㎝程度

●操作盤（ 点字表示：文字情報など視覚的に
情報を提供する設備を設ける）

車いすが回転できる
スペース



4444

【１．建築物】

４．昇降機

２．エレベーター（構造）
別表第４
整　４項二、三号→ P153
望　４項二～四号→P158

１
．
建
築
物　

４
．
昇
降
機

解説表

。

。

。

かご幅は内法140㎝以上かつ車いすの転
回に支障のない形状（学校（特別支援学
校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場
でかごの正面に鏡を設置した場合は除く。）

かご幅は内法160㎝以上（共同住宅等で
トランク付きの場合は140㎝以上）かつ
車いすの転回に支障のない形状。
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

４
．
昇
降
機

解説

《望ましい基準の解説》

参考

２．４. 整備基準等の解説

◇ 過負荷表示灯について
　  聴覚障害者の話に「自分が乗って定員オーバーになったことに気付かずエレベーターが動き出さない

で迷惑をかけた」といったものがあります。聴覚障害者は「外見からでは耳が不自由であることがわ
かりにくい」という面もありますので、聴覚障害者自身による情報入手の必要性が高く、視覚情報に
よる情報伝達は重要です。

かごと床の間に段差があると、これ
に車いすのキャスターが横向きにな
って落ちてしまうことがある。隙間
３㎝以下とすることが望ましい。

●点字表示
●専用乗場ボタン

◇ガラス窓

◇電光表示板

◇点字表示

◇巾木

満員

満員状態のかごに乗り
込むとき、聴覚障害者
が確認しやすい表示灯

●

◇手すり

◇

◇手すり

◇点字表示

●80㎝以上
◎90㎝以上

◇
50
㎝
程
度

◇
10
0㎝
程
度

● 車いす使用者
対応操作盤

◇
鏡
下
端
高
さ
40
㎝
程
度

◇
75
～
85
㎝
程
度

◇
非
常
ボ
タ
ン
高
さ

◇過負荷表示灯
（定員超過）

◇鏡

◇

【かご内の断面図】
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１
．
建
築
物　

５
．
便
所

【１．建築物】

５．便所

１．福祉型便房
別表第４
整　５項一号→ P154
望　５項一号→ P159

基本的な考え方

解説表

。

。

（男女の区分がある場合は、それぞれ最
低１カ所）

区分



【福祉型便房の標示例】 【車いす使用者も利用可能な便房の標示例】

◇  便器の横壁面に洗浄ボタン等を設ける場合は、JIS S 0026に基づく配置とすることが望まれま
す。

立

4747

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

５
．
便
所

解説

《望ましい基準の解説》

参考

２．４. 整備基準等の解説

◆  福祉型便房のその他基準については、福岡県ホームページに記載していますのでご参照下さい。な
お、記載内容は、利用者の使用状況や整備に対する考え方に応じて更新することがあります。

【福岡県ホームページ「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）」の掲載場所】

　 検索方法は、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）のTOP画面の「分類で探す」
より次のとおり選択してください。

　しごと・産業・まちづくり＞まちづくり・都市計画＞福祉のまちづくり

◆  設置された福祉型便房のうち、最低１カ所（男女の区分がある場合にはそれぞれ１カ所）は、オスト
メイトの人に配慮した設備を設けることとしています。オストメイトとは、人工肛門や人工ぼうこ
うを造設している人です。



4848

１
．
建
築
物　

５
．
便
所

【福祉型便房設計例】

【確認ランプ付き緊急通報ボタン例】

呼出緊急通報ボタン

確認ランプ

【手洗器を設ける場合の洗浄ボタン等の配置例】

緊急通報ボタン

洗浄ボタン

紙巻器

Ｌ型　
手すり

手洗器

�

���������

�

���������

�

���������

◇

◎
9
0
㎝
以
上

●標示

●

◇

◇

緊急通報

緊急通報

緊急通報
緊急通報

下図は、人にやさしい建築・住宅推進協議会が発行する「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した
建築設計標準」を引用しているものです。福祉型便房のその他基準については、福岡県ホームページに
記載していますのでご参照下さい。なお、記載内容は、利用者の使用状況や整備に対する考え方に応じ
て更新することがあります。
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１
．
建
築
物　

５
．
便
所

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

２．４. 整備基準等の解説

【福祉型便房設計例】

下図は、人にやさしい建築・住宅推進協議会が発行する「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した
建築設計標準」を引用しているものです。福祉型便房のその他基準については、福岡県ホームページに
記載していますのでご参照下さい。なお、記載内容は、利用者の使用状況や整備に対する考え方に応じ
て更新することがあります。

�

���������

�

���������

Ｌ型手すり

●標示

●
有
効
8
0
㎝
以
上

【汚物流しの例】
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１
．
建
築
物　

５
．
便
所

洗面器は壁に堅固にとりつける。手すりを
設ける時は車いす使用者の利用にも配慮

【公共トイレ便房内操作部の器具配置】
JIS S 0026 により、下記の通り示されている。
操作部及び紙巻器の配置は、次による。

ａ） 操作部及び紙巻器は、便器座位、立位などの姿勢の違いを含めて多くの利用者が操作可能で、かつ、視覚障害者に
も認知しやすい配置とする。

ｂ）操作部及び紙巻器は、腰掛便器の左右どちらかの壁面にまとめて設置する。
ｃ） 便器洗浄ボタンは、紙巻器の上方に配置し、呼出しボタンは、便器洗浄ボタンと同じ高さで腰掛便器後方に設置する。
ｄ）操作部及び紙巻器は、表１の条件を満たす位置に設置する。
ｅ） 操作部及び紙巻器と同一壁面上に手すり、温水洗浄便座リモコン、手洗器などの器具を併設する場合には、各器具
の使用・操作を相互に妨げないように配置する。

ｆ） 操作部及び紙巻器と同一壁面上に、手すり、温水洗浄便座リモコン、手洗器などの器具の併設又は紙巻器、腰掛便
器横壁面の形状などにより、表１の配置及び設置寸法によらない場合であっても、ｃ）の位置関係は、満たすものと
する。

ｇ） 呼出しボタンは、利用者が転倒した姿勢で容易に操作できる位置にも設置することが望ましい。

器具の種類
便座上面先端（基点）
からの水平距離

便座上面先端（基点）
からの垂直距離

二つの器具間距離

紙巻器
Ｘ1：便器前方へ
　約０～100

Ｙ1：便器上方へ
　約150～400

－

便器洗浄ボタン
Ｙ2：便器上方へ
　約400～550

Ｙ3：約100～200
　（紙巻器との垂直距離）

呼出しボタン
Ｘ2：便器後方へ
　約100～200

Ｘ3：約200～300
　（便器洗浄ボタンとの水平距離）

（単位　mm）

【公共トイレ便房内操作部の器具配置例】

【 】
【洗面器の例】

�

���������

◇
60
～
65
㎝
程
度

◇
洗
面
器
上
端
75
㎝
程
度

◇
10
0㎝
程
度

車いす使用者用
簡易型便房設置例

�

���������

緊急通報

緊急通報

緊急通報

緊急通報

●標示

●標示

●

●

●

◇

◇

◇ ◇



◇45㎝

◇45㎝
◇90㎝

◇95㎝
◇140㎝

◇40～45㎝

◇40～45㎝

◇150㎝

◇ ◇110㎝

◇180㎝

40～45㎝
◇40～45㎝

◇150㎝

◇ ◇110㎝

◇180㎝

40～45㎝

◇100㎝

◇170㎝

◇ ◇105㎝
◇150㎝

◇100㎝

◇10㎝程度

◇70㎝

◇40～45㎝

◇150㎝

40～45㎝

◇40～45㎝

◇150㎝

◇70㎝ ◇90㎝

◇160㎝

40～45㎝

70㎝
70㎝

45㎝

5151

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

５
．
便
所

２．４. 整備基準等の解説



5252

１
．
建
築
物　

５
．
便
所

【１．建築物】

５．便所

２．男子用小便器
別表第４
整　５項二号→ P154
望　５項二号→ P159

基本的な考え方

解説

解説表
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

５
．
便
所

２．４. 整備基準等の解説

◇
◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇30㎝程度

◇90㎝程度

●35㎝以下

◇
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１
．
建
築
物　

５
．
便
所

【１．建築物】

５．便所

３．乳幼児用設備
別表第４
整　５項三号→ P154
望　５項三号→ P159

基本的な考え方

解説

解説表

参考

乳幼児を連れた人にとって、「ベビーベッドが備わったトイレ」があれば、非常に外出しやすいと
思われます。福祉型便房を設けようとする便所は、当該便房部分だけでなく、便所自体ゆとりあ
る空間として整備を図るのが一般的ですので、特に新築等の際には、ベビーベッドの設置等も含
めて、誰もが利用できるように配慮して整備されることが必要です。

◆  整備基準・望ましい基準ともに、基準を満たす便所を建物に最低１カ所以上（男女の区分がある場
合は、それぞれ１カ所以上）設置することが求められます。



5555

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

５
．
便
所

２．４. 整備基準等の解説

◇

◇80㎝程度

◇7
0㎝
程度

◇

◇70㎝程度

◇6
0㎝
程度

◇

◇65㎝程度
◇160㎝程

度

�

���������

◇

◇60㎝程度

◇
150㎝
程
度



◆  「見やすい方法」とは、駐車場が広い場合や駐車台数が多い場合等では、路面に塗装した表示だけ
では、他の車が駐車すると隠れてしまうため、「立て看板」等の見やすい方法を想定しています。

⑤

5656

１
．
建
築
物　

６
．
駐
車
場

【１．建築物】

６．駐車場
１．車いす使用者用駐車施設及び
　　建物出入口等への経路となる通路

別表第４
整　６項一、二号 →P155
望　６項一～三号→P159

基本的な考え方

解説

解説表

車いす使用者用駐車施設から建物出入口等
への経路となる通路の構造は、建築物の敷
地内通路の整備基準に準拠（P58～65）。

車いす使用者用駐車施設から建物出入口等へ
の経路となる通路の構造は、建築物の敷地内
通路の望ましい基準に準拠（P58～65）。

。

。



◇反射板

5757

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

６
．
駐
車
場

参考

２．４. 整備基準等の解説

●標示

◇反射シール

●

◇140㎝以上 ◇140㎝以上

●標示



◆  大規模店舗等の車の出入りが多い部分は、歩行者の安全を確保するため、歩行者が通行する部分
を白線、着色等で明確にすることを原則とします。

5858

１
．
建
築
物　

７
．
敷
地
内
通
路
等

【１．建築物】

７．敷地内通路等

１．敷地内通路等（全般）
別表第４
整　７項一、二号→ P155
望　７項一、二号→ P160

基本的な考え方

解説

解説表

（P40,41）。（P40,41）。

　  に準拠するものとし、望ましい基準ではそれらに「有効幅員」、「けあげ、踏面」を加えて規定し
ています。

性」
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●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

７
．
敷
地
内
通
路
等

２．４. 整備基準等の解説

●

●

●

●

●

●

●手すりの設置
◎両側に手すりの設置

（詳細な基準はP64,65参照）

（ 詳細な基準は
P64,65参照）
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１
．
建
築
物　

７
．
敷
地
内
通
路
等

【１．建築物】

７．敷地内通路等

２．建物出入口と道等又は車いす使用者用
　　駐車施設とを結ぶ経路となる通路
　　及び公共用歩廊内の主要な通路等

解説

解説表

別表第４
整　７項三、六号→ P155
望　７項三、六号→ P160

《整備基準の解説》

参考

敷地内通路に設ける場合の整備基準を満たす
傾斜路及び踊場（P64，65）又はエレベーター

（P44，45）若しくは特殊仕様昇降機を設置。 （P28～29、34～35）

「建物出入口と受付等とを結ぶ廊下等（２. ３）に規定する建物出入口」ではないことに注意して
ください。

c. ～ d.
d

◆  敷地内通路である「経路（a.～b.）」及び「経路（a.～c.）」のそれぞれについて最低１経路は当該整
備を行うことを求めています。

敷地内通路に設ける場合の望ましい基準を満
たす傾斜路及び踊場（P64,65）又はエレベー
ター（P44,45）若しくは特殊仕様昇降機を設置。

◇  通路を確保する際、歩行者と自動車の接触等の危険回避のため、車路と重ならないようにすること
が望まれます。



6161

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

７
．
敷
地
内
通
路
等

２．４. 整備基準等の解説

ｃ ｄ

ｄ

◇あき10mm以下

◇
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１
．
建
築
物　

７
．
敷
地
内
通
路
等

【１．建築物】

７．敷地内通路等
３． 建物出入口と道等とを結ぶ経路となる通

路及び公共用歩廊内の主要な通路（全般）

別表第４
整　７項四、六号→ P155
望　７項四、六号→ P160

解説

解説表

「建物入り口」とは、「建物出入口と受付等とを結ぶ廊下等（2.3）に規定する建物出
入口」であり、「前項に規定する当該基準を満たす建物出入口（1.1）に限定する」ものではないことに
注意してください。解説の表現としては、前項と対応して「建物出入口と道等とを結ぶ経路」とします。

。

。



6363

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

７
．
敷
地
内
通
路
等

２．４. 整備基準等の解説

　配置例の他に、国土交通省の「道路の移動円滑化ガイドライン」及び（財）国際交通安全学会
の「視覚障害者用ブロック（点字ブロック）の適正な位置のためのガイドライン」等を参考に適
切に敷設することが望ましい。



6464

１
．
建
築
物　

７
．
敷
地
内
通
路

【１．建築物】

７．敷地内通路

４．敷地内通路に設ける傾斜路及び踊場

解説

解説表

別表第４
整　７項五号→ P155
望　７項五号→ P160

。



6565

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

７
．
敷
地
内
通
路

２．４. 整備基準等の解説

【段を併設した場合の例（視覚障害者を誘導しない場合）】

【通路全幅が傾斜路の場合の例（視覚障害者を誘導しない場合）】

【傾斜路の仕様（視覚障害者を誘導しない場合）】

●識別性の確保

●表面はすべりにくい仕上げ

●
●

●

◇

●

※視覚障害者を誘導する場合は、誘導用床材及び注意喚起用床材の設置が必要です。（P62，63 参照）

※視覚障害者を誘導する場合は、誘導用床材及び注意喚起用床材の設置が必要です。（P62，63 参照）

※視覚障害者を誘導する場合は、誘導用床材及び注意喚起用床材の設置が必要です。（P62，63 参照）

●手すりの設置

◎両側手すりの設置

傾斜路

階段

（平面）

（立面）

◇60～65㎝程度

◇75～85㎝程度

●120㎝以上

◎150㎝以上

●120㎝以上

◎150㎝以上

● 90㎝以上

◎120㎝以上

◎



6666

１
．
建
築
物　

８
．
車
い
す
使
用
者
用
客
室

【１．建築物】

８．車いす使用者用客室

１．車いす使用者用客室

解説

解説表

別表第４
整　８項一～四号→P155
望　８項一～四号→P160

基本的な考え方



6767

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

８
．
車
い
す
使
用
者
用
客
室

参考

２．４. 整備基準等の解説

●
●

◇

●

◇

◇

◇

●手すりの設置

◇

◇
11
0㎝
程
度

◇
80
～
90
㎝
程
度

◇
40
㎝
程
度

◇ 視覚障害者がホテルに宿泊した場合の情報の伝達方法として深夜の非常時の避難を想定し、客室には
揺れるベッドを設置しておくなど「体感情報を提供する」方法があります。

◇ 「宿泊施設」は、密室となる宿泊する部屋にも光等による非常警報装置又は点滅型誘導灯等を設置す
ることが望まれます。

◇その他の備品について、高齢者・障害者に配慮したものを設置、または貸し出すことが望まれます。

◇40～45㎝程度



（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）に適用される。

6868

１
．
建
築
物　

９
．
条
例
附
置
施
設

【１．建築物】

９．条例附置施設

１．浴室等

解説

基本的な考え方

別表第４
望　９項→P161

解説表



6969

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

９
．
条
例
附
置
施
設

２．４. 整備基準等の解説

◎８０㎝以上
◇８０㎝以上

◎１５０㎝以上

高齢者等に配慮したブース

ロッカー

◇８０㎝以上

手すり

車いす使用者用
更衣ブース

車いす使用者用
シャワーブース

更衣ブース シャワーブース

◎80㎝以上

水平手すり

浴槽への移乗用腰掛台

水平手すり
垂直手すり

浴槽

水平手すり

垂直手すり
シャワー付水栓金具

シャワー付水栓金具

シャワーいすの高さに配慮した洗い場

◇手すりは
　連続させる

移動式
シャワー

車いすが回転できる
スペース（◇φ＝150㎝以上） 排水溝

（平坦なものとする）

アコーディオン
カーテンも可

◇40～45㎝
程度

◇20㎝程度
　フットレストを考えクリアランスをとる

【更衣室、シャワー室の例】

【共同浴室の例】 【シャワー室の例】

【参考図】

◇
径
１５
０
㎝

◇
径
１５
０
㎝



7070

１
．
建
築
物　

９
．
条
例
附
置
施
設

【１．建築物】

９．条例附置施設

２．観覧席及び客席

解説

基本的な考え方

別表第４
整　９項一～四号→P156
望　10項一～四号→P161

解説表

参考

。
。



7171

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

９
．
条
例
附
置
施
設

２．４. 整備基準等の解説

●



7272

１
．
建
築
物　

９
．
条
例
附
置
施
設

【１．建築物】

９．条例附置施設

３．授乳及びおむつ替えの場所

解説

基本的な考え方

別表第４
望　11項→ P161

解説表



7373

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

９
．
条
例
附
置
施
設

２．４. 整備基準等の解説

◇おむつ用ゴミ箱

◇調乳用シンク

◇荷物置き

◎授乳いす

◎ベビーベッド

◇着替え台

◇ベビーチェア

◇フック

◇

◎

◇

◎標示

◎標示

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇
◇ソファ

◇テーブル

◇ ◇

◇◇
◎おむつ交換台◇

◇

◇

◇

◇スライドドア

◇テーブル

◇

◎

◇鏡
◇フック

◇

◇

◇カーテン



7474

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

【１．建築物】

10．設置時の基準

１．手すり

解説

基本的な考え方

別表第４
整　10項→ P156
望　13項→ P161

解説表

外径

表示



ありま
す。

7575

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

２．４. 整備基準等の解説

【手すりの例】

◎水平部分
　 45㎝以上

◇注意喚起用床材

◎点字表示

◎水平部分
　 45㎝以上

◎点字表示

◇ 60 ～
　 65㎝程度

◇ 75 ～ 85㎝
　 程度

●大きさの外径
　3～4㎝程度

●下向又は壁側に
　曲げる

●下向又は壁側に
　曲げる

●◇

◇

◇

●注意喚起用床材



7676

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

解説

基本的な考え方

解説表

【１．建築物】

10．設置時の基準

２．公衆電話
別表第４
整　11項→ P156
望　14項→ P161

◇ ●

◎60～65㎝程度

◎
60
～
65
㎝
程
度

◎

◎

●



7777

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

【１．建築物】

10．設置時の基準

３．公衆ファックス
別表第４
望　12項→ P161

解説

基本的な考え方

解説表

２．４. 整備基準等の解説

◇

◇

◎

●

◎下部高さ
60～65㎝程度



7878

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

解説

基本的な考え方

解説表

【１．建築物】

10．設置時の基準

４．視覚障害者用床材
別表第４
整　12項一、二号→ P156
望　15項一、二号→ P162

◆  形状については、JIS T 9251に適合するものを標準としています。
　  JIS T 9251では「視覚障害者用床材」を「視覚障害者用ブロック等」といい、一般的には「誘導

用床材」を「線状ブロック」、「注意喚起用床材」を「点状ブロック」と呼んでいます。誘導を促す
誘導用床材（線状ブロック）は、「30㎝角の中に、平らな線状の突起４列」のものとし、警告、注
意、喚起を促す注意喚起用床材（点状ブロック）は、「30㎝角の中に５点×５点の点状突起25点」
のものとしています。

T 9251に適合するものを標準と



7979

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

２．４. 整備基準等の解説

● ●

● ●

●

◇マットスイッチ

◇戸の真上に
　誘導鈴設置

◇

◇

◇

◇

　配置の例のほかに、国土交通省の「道路の移動円滑化ガイドライン」及び(財)国際交通安全学
会の「視覚障害者用ブロック（点字ブロック）の適正な位置のためのガイドブック」等を参考に、
適切に敷設することが望ましい。



8080

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

解説

基本的な考え方

解説表

【１．建築物】

10．設置時の基準

５．カウンター等
別表第４
望　16項一、二号→ P162

参考

◇  銀行、病院等で呼び出しを行うカウンターでは、音声による呼び出しか、視覚障害者の利用に配慮
して電光表示板等を併せて設置することが望まれます。



8181

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

２．４. 整備基準等の解説

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇



8282

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

解説

基本的な考え方

解説表

【１．建築物】

10．設置時の基準

６．水飲み器
別表第４
望　17項一～三号→P162

。

。



8383

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

２．４. 整備基準等の解説

◇

◇

◇
85
～
95
㎝
程
度

◇
65
㎝
程
度

◇
65
㎝
程
度

◇
12
0㎝
程
度

◇

◇

◇130㎝

◇45㎝



◇  「宿泊施設」については、密室となる宿泊する部屋にも光等による非常警報装置又は点滅型誘導灯
等を設置することが望まれます。

身

8484

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

解説

基本的な考え方

解説表

【１．建築物】

10．設置時の基準

７．点滅型誘導灯等
別表第４
望　18項→P162

参考

及び点滅誘導音装置付誘導灯等の設置義務を定めるものです。



8585

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

２．４. 整備基準等の解説



（出典 ：公益財団法人交通エコロジー ・ モビリティ財団）

8686

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準



4

8787

１
．
建
築
物　

10
．
設
置
時
の
基
準

２．４. 整備基準等の解説


